
報告第 9号

債権の放棄について報告の件

芽室町債権管理条例第 6条の規定に基づき、町の債権について次のとお り放棄 した

ので報告するものであ ります。

令和元年 6月 3日 提出

芽室町長 手 島  旭

1 放棄 した債権の名称及び件数

学校給食費保護者負担金

公営住宅使用料

個別排水処理施設使用料

簡易水道使用料

上水道使用料

診療収入個人兵担金

2 放棄 した債権の額

学校給食費保護者負担金

公営住宅使用料

個別排水処理施設使用料

簡易水道使用料

上水道使用料

診療収入個人負担金

10,

6,

9,

4,

457,

843,

3件

1件

2件

2件

160件

22件

244円

700円

800円

976円

866円

118円

3 債権を放棄 した事由

別記のとお り

4 債権を放棄 した年月 日

平成 31/手 3月 29日

説 明

芽室町債権管理条例に基づき、平成 31年 3月 29自 に債権を放棄 したものであ り

ます。
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別 記

(単位 :円 )

債
権
の

名
称

債権
発生

年度

債権を放乗した事由
放葉した債権の

額および件数芽室町債権管理条例第6条

第 1号 第2号 第3号 第4号 第 5号

件 数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件 数 金  額 件数 金  額 件数 金  額

学
校
給
食
費
保
護
者
負
担
金

27

28

1

2

2,820 1 2,820

7,4247,424 2

モ半言十 3 10,244 3 10,244

公

営

住
宅

使

用

料

24 6,700 1 6,700

合 計 1 6,700 1 6 7 00

個
男可

t'F

水

処

理

施

設

使

用

料

24 2 9,800 2 9,800

合計 2 9,800 2 9,800

簡
易
水
道
使
用
料

24 2 4,976 2 4,976

合 計 2 4 976 2 4,976
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男可記

(単位 :円 )

債
権
の

名
称

債権
発生

年度

債権を放乗した事由
放乗した債権の

額および件数芽室町債権管理条例第6条

第 1号 第2号 第3号 第4号 第5号

件数 金  額 件 数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 イアli数 金  額 件数 金  額

―L
水
道
使
用

料

21 4 11,212

25,512

13,512

25,796

52,054

68,034

44,677

32,628

95,834

15,278

2,558

67,004

3,767

4

6

8

21

88

15

2

12

9

11,212

25,512

13,512

58,424

214,892

19,045

2,558

68,034

44,677

22 6

23 3

24 5 16

25 13 37 38

26

28

29

12

9

12

2

3

合計 52 240,797 67 146,298 41 70,771 160 457,866

診
療
収
入

イ固
人
負
担
金

11

12

1

2

2,280

330,230

242,340

165,222

29,700

15,916

1

3

2

6

4

5

1

2,280

330,230

242,340

165,222

29,700

15,916

57,43057,430

13

23 6

24 4

27

29

5

1

合 計 1 57,430 6 574,850 15 210,838 22 843,118
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